
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱発生器に用いられるバーナであって、主として、燃焼空気流のための旋回流発生器と
、燃焼空気流に燃料を噴射導入するための手段とが設けられている形式のものにおいて、
旋回流発生器（１００ａ）の下流側に混合区間（２２０）が配置されており、該混合区間
（２２０）が、第１の区間部分（２００）の内部に流れ方向に延びる移行通路（２０１）
を有しており、該移行通路（２０１）が、旋回流発生器（１００ａ）内で形成された流れ
（４０）を、該移行通路（２０１）の下流側に後置された管（２０）内に引き渡すために
働き、

熱発生器に用いられるバーナ。
【請求項２】
　混合区間（２２０）に設けられた前記移行通路（２０１）の数が、旋回流発生器（１０
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旋回流発生器（１００ａ）が、流れ方向で互いに内外に入り組まれた少なくとも２
つの中空の部分円錐体（１０１，１０２；１３０，１３１，１３２，１３３；１４０，１
４１，１４２，１４３）から成っており、該部分円錐体の各長手方向対称軸線（１０１ｂ
，１０２ｂ；１３０ａ，１３１ａ，１３２ａ，１３３ａ；１４０ａ，１４１ａ，１４２ａ
，１４３ａ）が、互いにずらされて延びていて、しかも前記部分円錐体の互いに隣接した
壁が、その長手方向延在方向で、燃焼空気流（１１５）のための接線方向の通路（１１９
，１２０）を形成しており、さらに燃焼空気に燃料を噴射導入するための手段として燃料
ノズル（１０３）が働き、該燃料ノズル（１０３）が、旋回流発生器（１００ａ）によっ
て形成された円錐状始端部の上流側で所定の区間（１２６）分だけずらされて配置されて
いることを特徴とする、



０ａ）によって形成される部分流の数に相当している、請求項１記載のバーナ。
【請求項３】
　前記管（２０）の出口平面が、下流側に形成される逆流域（５０）を安定化しかつ増大
させるための剥離縁部（Ａ）を備えるように構成されている、請求項１記載のバーナ。
【請求項４】
　前記剥離縁部（Ａ）が、前記管（２０）の出口平面の範囲に設定された移行半径（Ｒ）
と、前記出口平面から段付けされた剥離段（Ｓ）とから成っている、請求項３記載のバー
ナ。
【請求項５】
　前記移行半径（Ｒ）が、前記管（２０）の内径の＞１０％であり、前記剥離段（Ｓ）が
、＞３ｍｍの深さを有している、請求項４記載のバーナ。
【請求項６】
　前記剥離縁部（Ａ）の上流側にディフューザおよび／またはベンチュリ区間が配置され
ている、請求項３記載のバーナ。
【請求項７】
　前記移行通路（２０１）の下流側に配置された前記管（２０）が、流れ方向および周方
向に、該管の内部に空気流を噴射導入するための開口（２１）を備えている、請求項１記
載のバーナ。
【請求項８】
　前記開口（２１）が、バーナ軸線（６０）に対して鋭角な角度を成して延びている、請
求項７記載のバーナ。
【請求項９】
　前記移行通路（２０１）の下流側の前記管（２０）の流過横断面が、旋回流発生器（１
００ａ）内に形成される流れ（４０）の横断面よりも小さいか、等しいか、または大きく
形成されている、請求項１記載のバーナ。
【請求項１０】
　前記混合区間（２２０）の下流側に燃焼器（３０）が配置されており、該燃焼器（３０
）と前記混合区間（２２０）との間に飛躍的な横断面拡張部が設けられており、該横断面
拡張部が、前記燃焼器（３０）の始端側の流過横断面を形成しており、前記飛躍的な横断
面拡張部の範囲で逆流域（５０）が作用可能である、請求項１記載のバーナ。
【請求項１１】
　前記燃料ノズル（１０３）が、バーナ軸線（６０）に沿って配置されている、請求項
記載のバーナ。
【請求項１２】
　前記燃料ノズル（１０３）が液体燃料（１１２）により運転可能であり、燃料ノズル（
１１７）が、気体燃料（１１３）により運転可能である、請求項 または 記載のバー
ナ。
【請求項１３】
　前記接線方向の通路（１１９，１２０）の範囲に、該通路の長手方向に沿って別の燃料
ノズル（１１７）が配置されている、請求項 記載のバーナ。
【請求項１４】
　前記部分円錐体（１４０，１４１，１４２，１４３）が、横断面で見て羽根形の輪郭を
有している、請求項 記載のバーナ。
【請求項１５】
　前記部分円錐体が、流れ方向で固定の円錐頂角を有しているか、または増大する円錐傾
斜を有しているか、または減少する円錐傾斜を有している、請求項 記載のバーナ。
【請求項１６】
　前記部分円錐体が、螺旋状に互いに内外に入り組まれている、請求項 記載のバーナ。
【請求項１７】
　前記接線方向の空気流入スリット（１１９，１２０）の流過横断面が、バーナの長手方
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向で減少している、請求項 記載のバーナ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、熱発生器に用いられるバーナであって、主として、燃焼空気流のための旋回流
発生器と、燃焼空気流に燃料を噴射導入するための手段とが設けられている形式のものに
関する。
【０００２】
【従来の技術】
このような旋回流安定化式のバーナは、たとえば欧州特許第０３２１８０９号明細書に基
づき予混合バーナとして知られている。このようなバーナにおいてバーナ軸線に沿って液
体燃料が噴射されると、燃料ノズルによって下流側に形成される液柱は、予混合バーナの
内室に接線方向で流入する燃焼空気流に対して、特に噴射開口の下流側の第１の範囲では
固形物のように作用する。液体燃料噴射なしの流れに比べて、バーナヘッドにおける燃焼
空気供給が妨げられるので、形成される旋回流の接線方向成分は増幅する。これにより、
火炎位置の変化が生ぜしめられ、この場合、火炎位置はさらに上流側へ移動する。接線方
向の空気流入スリットに沿ってさらに燃料噴射が行われると、このような燃料噴射の運転
は極めて大きな危険にさらされている。なぜならば、この範囲に作用する火炎面がシステ
ムへの逆火を招くことが避けられないからである。さらに、火炎中心の濃厚化が生じ、こ
のような濃厚化は前記予混合バーナの運転に、種々様々な不都合を生ぜしめる。このよう
な運転においては種々様々な不都合を認めることができる。これらの不都合としては、た
とえば次のものを挙げることができる（ただしこれらが全てではない）。
【０００３】
ａ）逆火の危険が、無視できない程高められ、この場合、このことは予混合バーナの各構
成部分の焼失を容易に招く恐れがある。このような焼失が行われると、崩壊した構成部分
が機械の重大な損壊を招く危険が生じる。
【０００４】
ｂ）安全性の理由から、液体燃料を用いた最適の火炎位置における運転が広く設定されて
いてはならない。したがって、予混合バーナは小さな運転領域しか有しない。
【０００５】
ｃ）上記理由から円錐状噴霧体と燃焼空気流との間には最初から密な混合が存在していな
いので、Ｎｏｘ放出量の著しい増大が避けられない。
【０００６】
ｄ）さらに、不均質な混合物分布に基づき、高められた有害物質放出量および脈動発生を
生ぜしめるという別の欠点が生じる。
【０００７】
ｅ）確実でかつ有効な燃焼を得るための最適な流れ条件に関して、大きな偏差が認められ
る。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、冒頭で述べた形式の予混合バーナを改良して、効率が最大限に高めれ、
有害物質の放出が最大限に抑制されると同時に火炎の安定化が得られるようなバーナを提
供することである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
この課題を解決するために本発明の構成では、旋回流発生器の下流側に混合区間が配置さ
れており、該混合区間が、第１の区間部分の内部に流れ方向に延びる移行通路を有してお
り、該移行通路が、旋回流発生器内で形成された流れを、該移行通路の下流側に後置され
た管内に引き渡すために働き、さらに燃焼空気に燃料を噴射導入するための手段として燃
料ノズルが働き、該燃料ノズルが、旋回流発生器の始端部に対して所定の区間分だけ上流
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側にずらされているようにした。
【００１０】
【発明の効果】
本発明の大きな特徴は、ヘッド側の燃料ノズルの位置が、燃焼空気の流入部に対して所定
の区間分だけ上流側にずらされていることである。この区間は選択された噴霧体角度に関
連している。このようなずれに基づき、燃料ノズルの噴射開口は固定の周壁の範囲に位置
するようになり、これによって同時に、半径方向で噴射開口を取り囲むようにして掃気空
気のための開口を設けることができる。この開口を通じて、燃料ノズルによって形成され
た横断面に掃気空気が流入する。この開口の流過横断面は、気体燃料ではこの開口を通っ
て流れる空気質量流が、逆流域をさらに下流側に移動させるためには不十分となるように
設定される。液体燃料運転においては、燃料噴霧体が実際には噴流ポンプとして作用する
。これにより空気質量流は前記開口によって高められる。このことは、一層大きな軸方向
脈動を生ぜしめ、このような軸方向脈動は逆流域をさらに下流側に移動させる。
【００１１】
本発明の別の利点は、燃料ノズルがずらされていることに基づき、燃料噴霧体が一層大き
な円錐半径を描いて主流に、つまり接線方向の空気流入スリットを通って流れる燃焼空気
に流入することにある。燃料噴霧体はこの平面で既に膜から液滴の形に崩壊しており、こ
の燃料噴霧体の円錐外周面は接線方向の空気流入スリットからの燃焼空気の範囲への流入
時にファクタ３だけ増大している。これにより、燃料噴霧体の調整が改善され、燃焼空気
の流入は妨害されなくなる。
【００１２】
さらに云えることは、燃料ノズルの範囲に設けられた開口を通じて吸い込まれた空気質量
流により、円錐体の内部先端の湿潤が阻止される。なぜならば、空気質量流が燃料噴霧体
と壁との間に膜として進入し、特に燃料噴霧体の開放角度を規定するからである。この開
放角度は大きな負荷領域にわたって一定に維持される。
【００１３】
本発明のさらに別の大きな利点は、燃料ノズルの範囲で空気質量流のための開放横断面を
変えることにより、逆流域に影響を与え、ひいては運転時の火炎位置に影響を与えること
ができることにある。
【００１４】
本発明の有利な構成は請求項２以下に記載されている。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態を図面につき詳しく説明する。本発明を直接に理解する上で
必要とならない構成部分は全て省略されている。種々の図面において、同じ構成部分には
同一の符号を使用している。媒体の流れ方向は矢印で示されている。
【００１６】
図１にはバーナの全体構造が示されている。以下に、始端部で作動する旋回流発生器１０
０ａの構成を図１および図２～図５につき詳しく説明する。この旋回流発生器１００ａは
円錐状の形成体であり、この形成体には、接線方向に流入する燃焼空気流１１５が接線方
向で数回供給される。このときに形成される流れは、旋回流発生器１００ａの下流側に設
定された移行ジオメトリに基づき、シームレスに移行部分２００に引き渡され、この場合
、この場所に剥離領域は生じ得ない。このような移行ジオメトリの配置構成は図６につき
詳しく説明する。この移行部分２００は移行ジオメトリの流出側で管２０によって延長さ
れており、この場合、両構成部分はバーナの固有の混合管２２０（混合区間とも呼ぶ）を
形成している。当然ながら、この混合管２２０は唯一つの部分から成っていてもよい。す
なわち、移行部分２００と管２０とが溶着されて、唯一つのまとまった形成体を形成して
いてもよく、ただしこの場合、各構成部分の特性は維持される。移行部分２００と管２０
とが２つの構成部分から形成される場合には、移行部分２００と管２０とがブシュリング
１０によって結合されており、この場合、同じブシュリング１０がヘッド側では旋回流発
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生器１００ａのための固定面として働く。このようなブシュリング１０はさらに、種々異
なる混合管を使用することができるという利点を有している。管２０の流出側では、固有
の燃焼器３０が設けられている。この燃焼器３０はこの場合、単に火炎管によって象徴的
に図示されている。混合管２２０は、旋回流発生器１００ａの下流側で、種々異なる種類
の燃焼の完全な予混合が得られるような、規定された混合区間を提供するという条件を満
たしている。この混合区間、つまり混合管２２０は、さらに損失なしの流れ案内を可能に
するので、移行ジオメトリと作用結合された状態においても、さしあたり逆流域は形成さ
れ得ない。これによって、混合管２２０の長さにわたってあらゆる種類の燃料のための混
合品質に影響を与えることができる。しかし、この混合管２２０はさらに別の特性を有し
ている。この特性とは、混合管２２０内で軸方向速度分布も軸線上で顕著な最大値を有す
るので、燃焼器からの火炎の逆火が不可能となることにある。もちろん、このような配置
構成においてこの軸方向速度が壁に向かって減少することは事実である。この範囲におい
ても逆火を阻止するためには、混合管２２０に流れ方向および周方向において、規則的ま
たは不規則的に分配された、種々異なる横断面および方向を有する多数の孔２１が設けら
れる。これらの孔２１を通じて、混合管２２０の内部に空気量が流入し、この空気量は壁
に沿って、膜を形成するように速度の増大を生ぜしめる。同じ作用を得るための別の手段
は、混合管２２０の流過横断面が、既に述べた移行ジオメトリを形成する移行通路２０１
の流出側で狭隘を受けることにある。これにより、混合管２２０内部での速度レベル全体
が高められる。図面では、前記孔２１がバーナ軸線６０に対して鋭角の角度で延びている
。さらに、移行通路２０１の出口は混合管２２０の最も狭い流過横断面に相当している。
したがって、前記移行通路２０１は、形成された流れに不都合な影響を与えることなしに
各横断面差を補償している。選択されたこのような手段が、混合管２２０に沿った管流４
０の案内時に、許容し得ない圧力損失を生ぜしめる場合には、混合管の端部にディフュー
ザ（図示しない）を設けることにより、このような圧力損失を回避することができる。混
合管２２０の端部には、燃焼器３０が続いており、この場合、両流過横断面の間には飛躍
的な横断面拡張部が存在している。この場所ではじめて中央の逆流域５０が形成される。
この逆流域５０は保炎器の特性を有している。運転時にこの飛躍的な横断面拡張部内で流
れ縁域が形成されて、この流れ縁域に生ぜしめられる負圧に基づき渦流剥離が生じると、
このことは逆流域５０の増幅されたリング安定化をもたらす。端面側において燃焼器３０
は多数の開口３１を有している。これらの開口３１を通じて飛躍的な横断面拡張部に直接
に空気量が流入する。この空気量は特に、逆流域５０のリング安定化を増幅するために役
立つ。ただしこの場合、安定した逆流域５０を形成するためには、管体内における十分に
高いスワール数も必要となることが考慮されなければならない。このような高いスワール
数がさしあたり望ましくない場合には、管端部で、たとえば接線方向の開口を通じて、著
しい旋回流を付与された小さな空気流を供給することによって、安定した逆流域を形成す
ることができる。ただしこの場合、この目的のために必要となる空気量が全空気量の約５
～２０％であることを前提とする。混合管２２０の端部における剥離縁部（Ａｂｒｉｓｓ
ｋａｎｔｅ）の構成に関しては、図８につき詳しく説明する。
【００１７】
図２には、旋回流発生器１００ａの概略図が示されている。以下に、この旋回流発生器１
００ａをさらに図３～図５につき詳しく説明する。図１にも示した、真ん中に配置された
燃料ノズル１０３は、円錐状の流過横断面の始端部１２５に対して上流側に向かって後方
へずらされており、この場合、区間１２６は設定された燃料噴霧体１０５の角度に関連し
ている。このように燃料ノズル１０３が後方へずらされていることに基づき、燃料ノズル
１０３の噴射開口１０４をヘッド側の固定の周壁である円筒状の始端部分１０１ａ，１０
２ａ（あとで説明する）の範囲に位置させることができる。燃料ノズル１０３が後方へず
れされていることに基づき生じる燃料噴霧体１０５は、比較的大きな円錐半径を描いて、
バーナ内室として形成された円錐状中空室１１４に流入する燃焼空気の主流によってカバ
ーされた範囲に流入するので、燃料噴霧体１０５はこの範囲では、もはやコンパクトな固
い物体の特性を有するのではなく、既に液滴の形に崩壊しており、したがってこの燃料噴
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霧体１０５は容易に貫通可能となる。燃料噴霧体１０５への燃焼空気１１５の供給は、も
はや妨げられることなく行われる。このことは、混合品質に好都合な影響を与え、この場
合、燃料噴霧体１０５は燃焼空気によって一層容易に貫通されるようになる。さらに、燃
料噴霧体の噴射開口１０４の平面の範囲では、半径方向またはほぼ半径方向に配置された
開口１２４が設けられている。この開口１２４を通じて、燃料ノズル１０３の大きさによ
って規定される横断面に掃気空気（Ｓｐｕｅｌｌｕｆｔ）が流入する。この開口１２４の
流過横断面は、気体燃料運転時にこれらの開口を通って流れる空気質量流が、逆流域（図
１参照）をさらに下流側にずらすためには不十分となるように設定される。液体燃料運転
時においては、燃料噴霧体１０５が実際には噴流ポンプとして作用する。これによって、
前記開口１２４を通る空気質量流は増大する。このことは比較的大きな軸方向脈動を生ぜ
しめ、この軸方向脈動は逆流域をさらに下流側に移動させる。このことは火炎の逆火を防
止するための良好な手段として作用する。
【００１８】
図２～図５につき、図示の部分円錐体１０１，１０２に関して詳しく説明する。この場合
、接線方向の空気流入スリット１１９，１２０の配置構成および作用形式に関しても詳し
く説明する。
【００１９】
旋回流発生器１００ａの構造を良好に理解するためには、図２と同時に少なくとも図３を
参照することが好ましい。さらに、図２を不必要に見難くしないようにするために、図２
には、図３に概略的に示したガイド薄板１２１ａ，１２１ｂが象徴的にしか図示されてい
ない。以下において、図２につき説明を行う（必要に応じて別の図面も参照）。
【００２０】
図１に示したバーナの第１の部分は、図２に示した旋回流発生器１００ａを形成している
。この旋回流発生器１００ａは中空の２つの部分円錐体１０１，１０２から成っている。
両部分円錐体は互いにずらされてかつ互いに内外に入り組まれている。部分円錐体の数は
もちろん、図４および図５に示したように２つよりも多くてもよい。このことは、それぞ
れ（さらに下で詳しく説明するように）バーナ全体の運転形式に関連している。特定の運
転条件においては、唯一つの螺旋体から成る旋回流発生器を設けることも排除されていな
い。両部分円錐体１０１，１０２の各中心軸線または長手方向対称軸線１０１ｂ，１０２
ｂが互いにずらされていることに基づき、互いに隣接した壁では鏡像対称的な配置形式で
それぞれ１つの接線方向の通路、つまり空気流入スリット１１９，１２０が形成されてい
る（図３参照）。この空気流入スリット１１９，１２０を通じて、燃料空気１１５が旋回
流発生器１１０ａの内室に、つまり円錐状中空室１１４に流入する。流れ方向における、
図示の部分円錐体１０１，１０２の円錐形状は、規定された固定角度を有している。当然
ながら、運転形式に応じて部分円錐体１０１，１０２が流れ方向で見て、たとえばトラン
ペット形もしくはチューリップ形のように増大する円錐傾斜または減少する円錐傾斜を有
していてもよい。トランペット形やチューリップ形の形状は当業者にとって容易に実現可
能であるので、図面には示していない。両部分円錐体１０１，１０２は各１つの円筒状の
始端部分１０１ａ，１０２ａを有しており、両始端部分はやはり部分円錐体１０１，１０
２本体と同様に互いにずらされて延びているので、接線方向の空気流入スリット１１９，
１２０は旋回流発生器１００ａの全長にわたって存在している。円筒状の始端部分の範囲
には、有利には液体燃料１１２のための燃料ノズル１０３が収納されている。この燃料ノ
ズル１０３の噴射開口１０４は、部分円錐体１０１，１０２によって形成された円錐状中
空室１１４の最小横断面とほぼ合致している。この燃料ノズル１０３の噴射容量および形
式は、各バーナの所定のパラメータに関連して選択されている。当然ながら、旋回流発生
器１００ａは純円錐状に、つまり円筒状の始端部分１０１ａ，１０２ａなしに形成されて
いてもよい。さらに両部分円錐体１０１，１０２は各１つの燃料管路１０８，１０９を有
している。この燃料管路は接線方向の空気流入スリット１１９，１２０に沿って配置され
ていて、複数の噴射開口１１７を備えている。これらの噴射開口１１７を通じて、有利に
は気体燃料１１３が、この場所を通流する燃焼空気１１５に噴射される（矢印１１６参照
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）。この燃料管路１０８，１０９は遅くとも、接線方向の流入部の端部で、円錐状中空室
１１４への入口の手前に配置されていると有利であり、これにより最適な空気・燃料混合
物が得られる。燃料ノズル１０３によって供給される燃料１１２は既に述べたように、通
常の場合では液体燃料である。この場合、別の媒体との混合物形成は容易に可能である。
この液体燃料１１２は鋭角の角度で円錐状中空室１１４に噴射される。したがって燃料ノ
ズル１０３からは、円錐状の燃料噴霧体１０５が形成され、この燃料噴霧体１０５は接線
方向に流入する回転する燃焼空気１１５によって取り囲まれる。軸方向では、噴射された
液体燃料１１２の濃度が、流入する燃焼空気１１５によって連続的に減じられて、蒸発方
向での混合が行われる。噴射開口１１７を介して気体燃料１１３が導入されると、燃料・
空気混合物の形成が直接に空気流入スリット１１９，１２０の端部で行われる。燃焼空気
１１５が付加的に予熱されているか、またはたとえば再循環された煙道ガスまたは排ガス
で濃厚にされていると、このことは、この混合物が、後置された段に流入する前に液体燃
料１１２の蒸発を持続的に助成する。同様の思想は、燃料管路１０８，１０９を介して液
体燃料を供給したい場合にも云える。部分円錐体１０１，１０２の構成において円錐頂角
と、接線方向の空気流入スリット１１９，１２０の幅に関しては、旋回流発生器１００ａ
の出口において燃焼空気１１５の所望の流れ領域が生じるようにするために、それ自体狭
い範囲が維持されなければならない。一般的には、接線方向の空気流入スリット１１９，
１２０を減小させると、既に旋回流発生器の範囲において逆流域の形成が一層迅速に促進
されることが云える。旋回流発生器１００ａの内部における軸方向速度は軸方向の燃焼空
気流の対応する供給（図示しない）によって変化させることができる。相応する旋回流の
発生に基づき、旋回流発生器１００ａに後置された混合管内部での流れ剥離の形成は阻止
される。旋回流発生器１００ａの構造はさらに、接線方向の空気流入スリット１１９，１
２０の大きさを変化させるために適しているので有利である。これにより、旋回流発生器
１００ａの構成長さを変化させることなく比較的大きな運転帯域幅を得ることができる。
当然ながら、部分円錐体１０１，１０２は別の平面においても互いに移動可能であり、こ
れにより両部分円錐体をオーバラップさせることもできる。さらに、部分円錐体１０１，
１０２を互いに逆向きに回転する運動によって螺旋状に互いに内外に入り組ませることも
可能である。したがって、接線方向の空気流入スリット１１９，１２０の形状、大きさお
よび配置構成を任意に変化させることが可能となり、これにより旋回流発生器１００ａは
その構成長さの変化なしに多目的に使用可能となる。
【００２１】
図４には、ガイド薄板１２１ａ，１２１ｂのジオメトリ配置構成が示されている。両ガイ
ド薄板は流れ導入機能を有しており、この場合、両ガイド薄板はその長さに応じて、両部
分円錐体１０１，１０２の各端部を燃焼空気１１５に対して上流方向で延長している。円
錐状中空室１１４に通じた、燃焼空気１１５のための通路形成は、円錐状中空室１１４に
おけるこの通路の入口の範囲に配置された旋回支点１２３を中心にしてガイド薄板１２１
ａ，１２１ｂを開閉させることによって最適化することができる。特にこのことは、接線
方向の空気流入スリット１１９，１２０の最初のギャップ寸法を動的に変化させたい場合
に必要となる。当然ながら、このような動的な手段を静的に行うこともできる。この場合
、必要とされるガイド薄板は部分円錐体１０１，１０２と共に１つの固定構成部分を形成
する。同じく、旋回流発生器１００ａをガイド薄板なしに運転することもできる。また、
ガイド薄板に代わる別の補助手段を設けることもできる。
【００２２】
図５に示した実施例は図４に示した実施例とは異なり、旋回流発生器１００ａが４つの部
分円錐体１３０，１３１，１３２，１３３から形成されている。各部分円錐体に対する所
属の長手方向対称軸線は１３０ａ，１３１ａ，１３２ａ，１３３ａで示されている。この
ような配置構成に関しては、このような配置構成が、これによって生ぜしめられる比較的
小さな旋回流強さに基づき、かつ対応して増大されたスリット幅との協働により、混合管
中で旋回流発生器の流出側に渦流が崩壊することを阻止するために好適であることが云え
る。これによって、混合管は、この混合管に与えられた役目を良好に果たすことができる
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。
【００２３】
図６に示した実施例は、部分円錐体１４０，１４１，１４２，１４３が羽根形横断面を有
している点で、図５に示した実施例とは異なっている。この羽根形横断面は特定の流れを
発生させるために設けられる。旋回流発生器の運転形式はその他の点では前記実施例と同
様である。燃焼空気流１１５への燃料（矢印１１６）の混加は羽根形横断面の内部から行
われる。つまりこの場合、燃料管路１０８が個々の羽根に組み込まれている。この場合に
も、個々の部分円錐体に対する長手方向対称軸線は１４０ａ，１４１ａ，１４２ａ，１４
３ａで示されている。
【００２４】
図７には、移行部分２００が三次元図面で示されている。この移行ジオメトリは図４また
は図５に示した実施例に対応して４つの部分円錐体を備えた旋回流発生器１００ａに合わ
せて形成されている。したがって、この移行ジオメトリは上流側で作用する部分円錐体の
固有の延長部として４つの移行通路２０１を有している。これにより、前記部分円錐体の
円錐４分面は、管２０の壁もしくは混合管２２０の壁に交差するまで延長される。同様の
思想は、旋回流発生器が図２につき説明した原理とは異なる別の原理に基づき形成されて
いる場合にも云える。個々の移行通路２０１の、下方に向かって流れ方向に延びる面は、
流れ方向で見て螺旋状に延びる形状を有している。この形状は、移行部分２００の流過横
断面がこの場合流れ方向で円錐状に拡張しているという事実に対応して、鎌形の軌道を描
いている。流れ方向における移行通路２０１の旋回角度は、引き続き燃焼器入口における
飛躍的な横断面拡大部にまで、噴霧された燃料との完全な予混合を実施するために十分に
大きな区間がまだ管流に残るように設定されている。さらに、上記手段により、旋回流発
生器の下流側における混合管壁での軸方向速度も増大する。このような移行ジオメトリお
よび混合管の範囲における上記手段に基づき、混合管の中心点に向かって軸方向速度分布
の著しい増大が行われるので、早期着火の危険も十分に回避される。
【００２５】
図８には既に述べた、バーナ出口に形成された剥離縁部が示されている。管２０の流過横
断面には、この範囲において移行半径Ｒが付与される。この移行範囲Ｒの大きさは原則的
に管２０の内部の流れに関連して設定される。移行半径Ｒは、流れが壁に接触して、スワ
ール数を著しく増大させるように設定される。移行半径Ｒの値は、この値が管２０の内径
ｄの＞１０％となるように規定される。このような曲率半径なしの流れに比べて、逆流域
５０の膨らみは著しく増大する。この移行半径Ｒは管２０の出口平面にまで延びており、
この場合、湾曲の始端部と終端部との間の角度βは＜９０゜となる。角度βを成す一方の
辺に沿って、剥離縁部Ａが管２０の内部に向かって延びており、したがって剥離縁部Ａの
前方の点に対する剥離段Ｓが形成される。この剥離段Ｓの深さは＞３ｍｍである。当然な
がら、この場合、管２０の出口平面に対して平行に延びる剥離縁部を、湾曲させられた形
状に沿って再び出口平面段にもたらすこともできる。剥離縁部Ａの接線と、管２０の出口
平面に対する垂直線との間で広がる角度β‘は角度βと同じ大きさである。このような構
成の利点は既に上で述べた通りである。
【図面の簡単な説明】
【図１】旋回流発生器の下流側の混合区間を有する、予混合バーナとして形成されたバー
ナの全体図である。
【図２】旋回流発生器の概略図である。
【図３】図１に示した予混合バーナの構成要素である旋回流発生器の斜視図である。
【図４】図３に示した旋回流発生器の断面図である。
【図５】４つの部分円錐体を備えた旋回流発生器の断面図である。
【図６】羽根形の部分円錐体を備えた旋回流発生器の断面図である。
【図７】旋回流発生器と混合区間との間の移行ジオメトリを示す斜視図である。
【図８】逆流域を三次元的に安定化するための剥離縁部を示す断面図である。
【符号の説明】
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１０　ブシュリング、　２０　管、　２１　孔、　３０　燃焼器、　３１　開口、　４０
　管流、　５０　逆流域、　６０　バーナ軸線、　１００ａ　旋回流発生器、　１０１，
１０２　部分円錐体、　１０１ａ，１０２ａ　始端部分、　１０１ｂ，１０２ｂ　長手方
向対称軸線、　１０３　燃料ノズル、　１０４　噴射開口、　１０５　燃料噴霧体、　１
０８，１０９　燃料管路、　１１２　液体燃料、　１１３　気体燃料、　１１４　円錐状
中空室、　１１５　燃焼空気流、１１６　矢印、　１１７　噴射開口、　１１９，１２０
　空気流入スリット、１２１ａ，１２１ｂ　ガイド薄板、　１２３　旋回支点、　１２４
　開口、　１２５　始端部、　１２６　区間、　１３０，１３１，１３２，１３３　部分
円錐体、　１３０ａ，１３１ａ，１３２ａ，１３３ａ　長手方向対称軸線、　１４０，１
４１，１４２，１４３　部分円錐体、　１４０ａ，１４１ａ，１４２ａ，１４３ａ　長手
方向対称軸線、　２００　移行部分、　２０１　移行通路、　２２０　混合管、　ｄ　管
の内径、　Ｒ　移行半径、　Ｔ　接線、　Ａ　剥離縁部、　Ｓ　剥離段、　β　角度
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】
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